
 

瀬戸市個人情報保護条例及び瀬戸市情報公開条例の一部を改正する条例

をここに公布する。  

平成２７年３月２７日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第４号  

瀬戸市個人情報保護条例及び瀬戸市情報公開条例の一部を改正す

る条例 

 （瀬戸市個人情報保護条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市個人情報保護条例（平成５年瀬戸市条例第２５号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（保有個人情報の開示義務） （保有個人情報の開示義務） 

第１７条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に

掲げる情報（以下「不開示情報」という。）の

いずれかが含まれている場合を除き、開示請求

者に対し、当該保有個人情報を開示しなければ

ならない。 

第１７条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に

掲げる情報（以下「不開示情報」という。）の

いずれかが含まれている場合を除き、開示請求

者に対し、当該保有個人情報を開示しなければ

ならない。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 開示請求者以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により開示請求者以

外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求

者以外の特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）又は開示請求者以

外の特定の個人を識別することはできない

⑶ 開示請求者以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により開示請求者以

外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求

者以外の特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）又は開示請求者以

外の特定の個人を識別することはできない



 

が、開示することにより、なお開示請求者以

外の個人の権利利益を害するおそれがあるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。 

が、開示することにより、なお開示請求者以

外の個人の権利利益を害するおそれがあるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア及びイ ＜省略＞ ア及びイ ＜省略＞ 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号）第２条第４

項に規定する行政執行法人の役員及び職員

を除く。）、独立行政法人等の役員及び職

員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２条に規定する地方公務員並びに

地方独立行政法人の役員及び職員をい

う。）である場合において、当該情報がそ

の職務の遂行に係る情報であるときは、当

該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名

並びに当該職務遂行の内容に係る部分 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号）第２条第２

項に規定する特定独立行政法人の役員及び

職員を除く。）、独立行政法人等の役員及

び職員、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２条に規定する地方公務員並

びに地方独立行政法人の役員及び職員をい

う。）である場合において、当該情報がそ

の職務の遂行に係る情報であるときは、当

該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名

並びに当該職務遂行の内容に係る部分 

⑷から⑺まで ＜省略＞ ⑷から⑺まで ＜省略＞ 
  

 （瀬戸市情報公開条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市情報公開条例（平成１２年瀬戸市条例第５号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（公文書の開示義務） （公文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、

開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報

（以下「不開示情報」という。）のいずれかが

記録されている場合を除き、開示請求者に対

し、当該公文書を開示しなければならない。 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、

開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報

（以下「不開示情報」という。）のいずれかが

記録されている場合を除き、開示請求者に対

し、当該公文書を開示しなければならない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該 ⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該



 

事業に関する情報を除く。）であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、特定

の個人を識別することができることとなるも

のを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個

人の権利利益を害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。 

事業に関する情報を除く。）であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、特定

の個人を識別することができることとなるも

のを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個

人の権利利益を害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。 

ア及びイ ＜省略＞ ア及びイ ＜省略＞ 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号）第２条第４

項に規定する行政執行法人の役員及び職員

を除く。）、独立行政法人等（独立行政法

人等の保有する情報の公開に関する法律

（平成１３年法律第１４０号）第２条第１

項に規定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。）の役員及び職員、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規

定する地方公務員並びに地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成１５年法律第

１１８号）第２条第１項に規定する地方独

立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及

び職員をいう。）である場合において、当

該情報がその職務の遂行に係る情報である

ときは、当該情報のうち、当該公務員等の

職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係

る部分（当該公務員等の氏名に係る部分を

公にすることにより当該個人の権利利益を

不当に害するおそれがある場合にあって

は、当該部分を除く。） 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和２２年法律第１２０号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法

（平成１１年法律第１０３号）第２条第２

項に規定する特定独立行政法人の役員及び

職員を除く。）、独立行政法人等（独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成１３年法律第１４０号）第２条第

１項に規定する独立行政法人等をいう。以

下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規

定する地方公務員並びに地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成１５年法律第

１１８号）第２条第１項に規定する地方独

立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及

び職員をいう。）である場合において、当

該情報がその職務の遂行に係る情報である

ときは、当該情報のうち、当該公務員等の

職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係

る部分（当該公務員等の氏名に係る部分を

公にすることにより当該個人の権利利益を

不当に害するおそれがある場合にあって

は、当該部分を除く。） 

⑶から⑹まで ＜省略＞ ⑶から⑹まで ＜省略＞ 
  

附 則 



 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 


